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令和３年度第９回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和３年８月３日 

                    担当部・課：教育委員会生涯学習課〔内線５０７１〕 

                          産業部産業推進課〔内線３５４９〕 

① 件  名 

 

 石巻市複合文化施設（マルホンまきあーとテラス）駐車場の拡充について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

  石巻市複合文化施設については、本年４月１日に芸術文化センターのうち研修室等の供用を開

始し、６月以降には大ホール等の供用を開始しており、大規模な公演や全国的な展示会などが開

催され、多くの来館者が訪れている。 

  来館者駐車場として、施設内に３４７台の駐車台数を確保したほか、隣接する石巻市総合運動

公園（セイホクパーク石巻）駐車場も利用可能としているが、来館者の多い週末は、運動公園側に

おいても駐車車両が多く、今後開催する大会等の規模によっては、来館者の駐車場が不足するこ

とが想定されている。 

 

【目的】 

  本施設への来館者の駐車場を確保する。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

石巻市複合文化施設条例（令和元年条例第４１号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

 令和３年  ４月 芸術文化センター（研修室等）供用開始 

       ６月  同 上 （大ホール、小ホール、市民ギャラリーなど）供用開始 

       ７月 令和３年石巻市教育委員会第７回定例会 審議 

 

⑤ 主な内容 

 

１ 来館者駐車場の確保 

本施設に隣接する石巻トゥモロービジネスタウンのうち、分譲用地の一部（№２１、№２２）

の用途を産業用地から本施設来館者用駐車場に変更し、財産の所管を産業部から教育委員会に

変更する。 

 

２ 駐車台数（見込み） ６００台 

 

 ３ 土地の概要 

    石巻市開成地区内（石巻トゥモロービジネスタウン内） 

    №２１：８，０５９㎡   №２２：９，５３４㎡   合計：１７，５９３㎡ 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【影響・効果】 

  ・本施設及び総合運動公園で実施する公演、大会及びイベント等の開催状況等に左右されず、

来館者の駐車場所が確保できる。 

  ・総合運動公園で実施される大会及びイベント等により、総合運動公園の来場者用駐車場が不

足する場合、臨時駐車場として利用することで総合運動公園来場者の駐車場所が確保できる。 

 

【市財政への負担】 

  施設整備に係る費用（駐車場看板設置、区画線整備など） 約３，０００千円（一般財源） 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

令和３年８月  公有財産所管換え 

駐車場として管理・整備実施 

     ９月  駐車場として使用開始 

     秋   石巻市博物館開館 

 

⑨ その他 

 大ホール、博物館で公演・展示会等を同日に開催する場合、１，７５０名程度の来場者が想定さ

れ、敷地内駐車場３４７台を使用しても５３０台近くの不足が想定される。 

 


